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T a m a k i  T o p i c s

公
共
の
河
川
や
道
路
は
も
と
よ

り
、
他
人
の
山
林
や
田
畑
な
ど
へ

み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
た
り
放

置
し
た
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
を
守
ら
な
い
場
合
は
次
の

よ
う
な
罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１

０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
（
ま
た

は
こ
の
併
科
）

ま
た
、
法
人
な
ど
が
そ
の
業
務

に
関
し
産
業
廃
棄
物
を
捨
て
た
場

合
は
、
法
人
な
ど
に
対
し
１
億
円

以
下
の
罰
金
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

家
電
製
品
・
自
転
車
・
タ
イ

ヤ
・
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
が
多

く
捨
て
ら
れ
た
り
放
置
さ
れ
た
り

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
空
き
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
な
ど
が
田
畑
や
山
林
な
ど
に
捨

て
ら
れ
所
有
者
の
方
が
大
変
困
っ

て
い
ま
す
。

家
電
製
品
な
ど
の
廃
棄
物
は
み

な
さ
ん
が
支
払
っ
た
税
金
で
処
理

さ
れ
て
い
ま
す
。

不
法
投
棄
、
空
き
缶
な
ど
の
ポ

イ
捨
て
は
絶
対
や
め
ま
し
ょ
う
！

T a m a k i  T o p i c s

不
法
投
棄
の
禁
止

則
規
定

罰

城
町
の
現
状

玉

所有者は大変困っています
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家
庭
や
事
務
所
か
ら
出
る
ご
み

を
庭
先
や
空
き
地
で
燃
や
す
こ
と

（
い
わ
ゆ
る
野
焼
き
）
は
、
廃
棄
物

処
理
法
違
反
と
な
り
罰
則
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
平
成
14
年
12
月
か
ら
焼

却
炉
の
構
造
基
準
が
強
化
さ
れ
、

こ
の
構
造
基
準
を
満
た
し
て
い
な

い
廃
棄
物
焼
却
炉
や
一
般
家
庭
の

簡
易
な
ご
み
焼
却
炉
は
使
用
が
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

基
準
に
違
反
し
た
ご
み
の
焼
却

行
為
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど
の

有
害
化
学
物
質
を
発
生
さ
せ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
野
外
で
の
焼
却

や
構
造
基
準
を
満
た
さ
な
い
焼
却

炉
で
ご
み
の
焼
却
は
行
わ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
左
表
の
よ
う
な
場
合

は
例
外
で
す
。

①
焼
却
が
摂
氏
８
０
０
℃
以
上
で

行
え
る
も
の

②
外
と
遮
断
し
て
ご
み
が
入
れ
ら

れ
る
も
の

③
焼
却
し
て
い
る
温
度
が
測
れ
る

も
の

④
焼
却
温
度
を
上
げ
ら
れ
る
補
助

装
置
の
付
い
て
い
る
も
の

⑤
必
要
な
空
気
が
送
り
込
め
る

も
の

ほ
と
ん
ど
の
家
庭
用
焼
却
炉
は

こ
れ
ら
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な

い
た
め
、
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

も
し
、
違
反
す
る
と
次
の
よ
う

な
罰
金
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

３
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
３

０
０
万
円
以
下
の
罰
金
（
ま
た
は

こ
の
併
科
）

野
焼
き
の
禁
止

焼
却
炉
の
新
基
準

（
平
成
14
年
12
月
以
降
）

則
規
定

罰

まちの美化をお願いする町の看板

たき火その他日常生活を営む
上で、通常行われる廃棄物の
焼却であって軽微なもの

農業・林業または漁業を営む
ためにやむを得ないものとし
て行われる、廃棄物の焼却

風俗習慣上または宗教上の行
事を行うために必要な廃棄物
の焼却

震災・風水害・火災・凍霜害
その他の災害の予防、応急対
策または復旧のために必要な
廃棄物の焼却

国または地方公共団体が、そ
の施設の管理を行うために必
要な廃棄物の焼却

落ち葉たき、
たき火､
キャンプファイアー

焼き畑、あぜの草および下枝
の焼却、魚網にかかったごみ
の焼却
農業用のビニールやマルチ、
畔シートは焼却禁止です

正月の
「しめ縄、門松等」
をたく行事、塔婆の供養焼却

災害等の応急対策・火災予防
訓練・災害復旧のためのがれ
き類の焼却、凍霜害から農作
物被害を防止するための稲わ
らの焼却

河川敷の草焼き、道路側の草
焼き

■焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却行為

家
庭
か
ら
出
た
ご
み
は
、
分
別
・
減
量
化
に
努
め
、
生
ご
み
を
堆
肥

化
す
る
場
合
な
ど
を
除
き
町
の
収
集
に
出
し
ま
し
ょ
う
！

詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
人
は
、
町
生
活
福
祉
チ
ー
ム

1（
５
８
）８
２
０
３
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

焼却却禁止の例外 具体例
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T a m a k i  T o p i c s

町
制
施
行
50
周
年
、
玉
城
町
史
下
巻
編
さ
ん
を
前
に
実
施
し
ま
し
た
「
玉
城
の
四
季
」
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
の
審
査
会
を

１
月
23
日
、
役
場
住
民
ホ
ー
ル
で
開
き
、
16
人
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
55
点
の
作
品
を
町
長
、
町
議
会
議
長
、
町
教
育
委
員
長
ら
が
審
査
し
ま
し
た
。

結
果
、
次
の
よ
う
に
決
ま
り
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

な
お
、
展
示
会
は
本
年
４
月
の
桜
ま
つ
り
期
間
中
、
村
山
龍
平
記
念
館
に
お
い
て
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

山口　勘蔵（小俣町） 「新緑帰り道」金賞

東谷　幸久（積良）
「アスピア玉城の

夕影」

銀賞



4

城あとに夢を築くまち たまき 2004-3

宇津木　守（荒子団地）
「山田寺の獅子舞神事」

銅賞

太田　準一（原）
「熊野古道　玉城の石仏」

町長賞

千家　國廣（上町）
「ライトアップに映える春の田丸城跡」

議会議長賞西川　勝洋（曽根）
「昼田薬師堂の晩秋」

【第1回写真コンテスト】
平成4年実施

金賞　谷口　篤志（玉城町）
「田丸城趾の黎明」

【第2回写真コンテスト】
平成6年実施

金賞　米田　靖司（津市）
「春待つ城跡」

【第3回写真コンテスト】
平成7年実施

金賞　下村　寅雄（伊勢市）
「交通安全を祈って」

教育委員長賞

これまでに開催しました写真コンテストの優秀作品を紹介します。
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Tamaki
 own Report

T a m a k i  T o p i c s

玉
城
町
の
市
町
村
合
併
問
題
に

つ
い
て
意
見
交
換
す
る
、
第
10
回

玉
城
町
市
町
村
合
併
問
題
懇
話
会

（
山
口
雅
義
会
長
）
が
１
月
30
日
、

役
場
住
民
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
、
中

瀬
町
長
、
浅
野
議
会
議
長
ら
と
意

見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
５
町
村
（
多
気
町
、

明
和
町
、
勢
和
村
、
玉
城
町
、
度

会
町
）
で
進
め
て
き
た
任
意

合
併
協
議
が
昨
年
12
月
25
日

に
終
了
し
た
こ
と
を
受
け
、

町
長
、
町
議
会
議
長
か
ら
こ

れ
ま
で
の
経
緯
が
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
中
で
、
多
気
町
の
離

脱
に
関
し
て
町
長
は
「
財
政

事
情
、
議
会
の
考
え
、
職
員

間
の
意
見
の
相
違
な
ど
か
ら

こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
多
気
町
長

は
町
内
説
明
を
し
た
い
の
で

法
定
協
議
会
延
期
を
望
ん
で

お
ら
れ
た
が
、
こ
れ
以
上
先

送
り
は
で
き
な
い
と
し
て
協

議
会
の
正
式
な
場
で
離
脱
が

決
ま
っ
た
。」
と
し
、
今
後
の
こ
と

は
、
ど
の
よ
う
に
処
し
て
い
く
べ

き
か
は
見
い
だ
せ
て
い
な
い
と
し

な
が
ら
「
区
長
会
に
お
い
て
も
意

見
を
伺
い
、
議
会
と
も
相
談
し
、

至
上
課
題
と
し
て
取
り
組
み
た
い
。

懇
話
会
の
み
な
さ
ん
に
も
引
き
続

き
意
見
を
い
た
だ
き
た
い
。」
と
述

べ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
委
員
か
ら
は
、

次
の
よ
う
な
意
見
や
質
問
が
あ
り

ま
し
た
の
で
問
答
形
式
で
主
な
も

の
を
掲
載
し
ま
す
。

議
長
は「
広
報
た
ま
き
」
１
月

号
に
、
合
併
は
国
の
政
策
、
時
代

の
流
れ
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
が
、

議
会
と
し
て
も
そ
う
考
え
る
の
か
。

小
さ
な
自
治
体
は
行
政
効
率

を
上
げ
る
た
め
に
は
合
併
が
一
つ

の
手
段
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

町
民
に
合
併
し
た
方
が
い
い

と
説
明
し
て
い
く
の
か
。

合
併
し
た
方
が
い
い
と
言
う

人
が
す
べ
て
で
な
い
こ
と
も
承
知

し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
い
ろ
ん
な

場
で
説
明
し
意
見
を
聴
き
た
い
。

町
、
議
会
は
先
の
住
民
投
票

を
し
よ
う
と
し
た
直
接
請
求
を
ど

う
思
う
か
。

住
民
投
票
は
最
高
の
民
主
的

な
行
為
で
、
結
果
は
最
大
公
約
数

的
に
は
出
る
。
し
か
し
こ
れ
が
最

高
の
判
断
で
あ
る
か
と
な
る
と
疑

問
が
残
る
。

多
気
町
が
任
意
合
併
協
議
会

か
ら
離
脱
し
た
こ
と
は
失
礼
に
当

た
ら
な
い
か
。

任
意
協
議
会
で
は
何
ら
束
縛

さ
れ
ず
原
因
者
負
担
は
な
い
。
法

定
協
議
の
場
で
は
な
い
の
で
何
も

な
い
。も

う
一
度
、
５
町
村
が
一
緒

に
協
議
の
場
を
持
つ
こ
と
は
な
い

の
か
。同

じ
意
見
は
た
く
さ
ん
寄
せ

ら
れ
て
い
る
。
５
町
村
あ
っ
て
の

協
議
会
で
進
め
て
き
た
の
で
軽
々

し
く
決
め
ら
れ
な
い
。
多
気
町
と

し
て
も
よ
ほ
ど
の
決
断
は
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
の
で
、
再
度
協
議
の

場
を
も
つ
こ
と
は
無
い
と
思
う
。

ま
た
、
こ
の
後
、
当
懇
話
会
の

存
続
に
つ
い
て
も
協
議
さ
れ
、
委

員
か
ら
は
町
や
議
会
か
ら
の
合
併

の
枠
組
み
な
ど
の
指
針
も
示
さ
れ

な
い
ま
ま
懇
話
は
続
け
ら
れ
な
い

と
し
た
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

合
併
全
般
に
わ
た
る
諸
問
題
の
意

見
交
換
の
場
と
し
て
、
任
期
の
残

る
平
成
17
年
３
月
ま
で
引
き
続
き

懇
話
を
続
け
て
い
く
こ
と
で
意
見

が
ま
と
ま
り
、
こ
の
日
の
話
し
合

い
は
終
了
し
ま
し
た
。

これまでの経緯を説明する中瀬町長
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１
月
19
日
、
遊
戯
室
で
４
月
か

ら
新
し
く
入
所
す
る
子
ど
も
た
ち

の
保
護
者
な
ど
を
対
象
に
入
所
説

明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
町
教
育
委
員
会
主
催

の
ひ
よ
こ
学
級
で
は
講
師
に
田
中

敬
町
教
育
委
員
長
を
迎
え
『
こ
れ

か
ら
の
子
育
て
』
に
つ
い
て
の
講

演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
が

体
験
さ
れ
た
話
も
ま
じ
え
な
が
ら
、

わ
か
り
や
す
く
お
話
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

「
本
好
き
な
子
ど
も
に
育
て
れ

ば
、
間
違
い
な
し
！
」
と
の
お
話

が
特
に
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

有
田
保
育
所

保
育
所
で
行
わ
れ
た
楽
し
い
行
事
や
活
動
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

１
月
16
日
、
外
城
田
小
学
校
１

年
生
の
招
待
を
受
け
、
冬
の
遊
び

を
一
緒
に
楽
し
み
ま
し
た
。

コ
マ
、
ま
り
つ
き
、
た
こ
揚
げ
、

あ
や
と
り
、
お
は
じ
き
、
カ
ル
タ
、

は
ね
つ
き
な
ど
楽
し
い
遊
び
を
た

く
さ
ん
用
意
し
て
も
ら
い
、
子
ど

も
た
ち
は
「
ど
の
遊
び
を
し
よ
う

か
」
と
迷
い
な
が
ら
、
あ
ち
こ
ち

に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

は
ね
つ
き
や
、
お
は
じ
き
な
ど

普
段
あ
ま
り
経
験
の
な
い
遊
び
に

興
味
が
集
ま
り
ま
し
た
。「
１
年
生

の
お
兄
ち
ゃ
ん
や
お
姉
ち
ゃ
ん
優

し
か
っ
た
。」
と
み
ん
な
大
喜
び
で

学
校
を
後
に
し
ま
し
た
。

外
城
田
保
育
所

な
禁
煙
支
援
の
実
際
」、
ま
た
教
育

現
場
か
ら
和
歌
山
県
教
育
委
員
会

の
佐
本
明
さ
ん
が
「
た
ば
こ
対
策
、

あ
な
た
に
で
き
る
こ
と
」
な
ど
を

分
か
り
や
す
く
講
話
し
ま
し
た
。

た
ば
こ
が
原
因
で
毎
年
10
万
人

が
死
亡
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、

「
嗜
好
品
」
か
ら
「
死
向
品
」
に

変
わ
っ
て
き
た
こ
と
や
、「
吸
っ
て

も
長
生
き
す
る
人
が
い
る
」「
一
日

数
本
な
ら
被
害
は
少
な

い
」
と
言
っ
た
健
康
被
害

に
関
す
る
誤
解
が
多
い
こ

と
な
ど
、
喫
煙
を
巡
る

様
々
な
現
状
が
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

決
し
て
良
く
な
い
た
ば

こ
の
煙
で
す
。
喫
煙
す
る

人
は
少
し
で
も
「
止
め
よ

う
」
と
す
る
気
持
ち
が
大

切
で
、
周
り
の
人
に
も
気

を
つ
か
っ
て
、
お
互
い
快

い
生
活
ス
タ
イ
ル
を
保
っ

て
ほ
し
い
と
話
を
く
く
り

ま
し
た
。

毎週　月・木曜日
時間　午前10時～午後３時

158 - 4108 お問い合わせは、町教育委員会へ

青少年電話相談

禁煙支援の実際を話す飯田さん

た
ば
こ
の
禁
煙
、
分
煙
指
導
者

を
集
め
た
研
修
会
が
１
月
29
日
、

町
保
健
福
祉
会
館
で
開
か
れ
、
南

勢
志
摩
管
内
の
教
員
、
行
政
担
当

者
な
ど
１
０
０
人
が
講
師
の
話
に

耳
を
か
た
む
け
ま
し
た
。

こ
の
研
修
会
は
、
三
重
県
保
健

福
祉
部
の
主
催
で
開
か
れ
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燃料の総使用量を平成13年度を基準に

水の総使用量を平成14年度を基準に

家庭用生ごみ処理機購入補助を

環境教育を実施する。
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T a m a k i  N e w  I n f o r m a t i o n

【3月 3日】田丸地区　城東団地公民館
【3月 10日】外城田地区　蚊野茶屋公民館
時間はいずれも午後4時～4時30分

詳しくは、ボランティア代表の飯田啓子さん
1（58）4600へお尋ねください。

はな♪はな♪おはなし会
絵本や紙芝居の読み語り、手遊びなどをしています。
読み手は現役ママたち！　絵本のこと、育児のこと、い
ろいろお話ししませんか！？
＜3月のおはなし会＞
日時：3月16日（火） 毎月第3火曜日

乳幼児対象：午前10時30分～
場所：町保健福祉会館　研修室
日時：3月26日（金）

乳幼児対象：午前10時30分～
場所：町さくら児童館
詳しくは、玉城町ボランティアセンター1（58）6915
へお問い合わせください。

E VENT
GUID E

私たちはごみの不法投棄や処理問題、水質汚濁、騒

音・振動など生活に密着したものから、地球温暖化、

オゾン層の破壊、資源やエネルギーの大量消費など地

球規模の問題まで多くの環境課題を抱えています。

人と地球にやさしい環境を次代に引き継ぐため玉城

町では、町役場、教育委員会が行う事務活動や事業にお

いて、環境への影響を管理する「ISO14001」を取得し、

環境保全活動に組織的に継続的に取り組んでいます。

取り組みについては、町長が定める「環境方針」に

より、自主的に「環境目的・目標登録」（下表参照）を

決め、この目的を達成するため活動しています。

町生活福祉チーム 1（58）8203

ＩＳＯとは「国際標準化機構（International
Organization for Standardization）」の略称で、世界
的に共通な規格や基準の設定をしているもので、
ＩＳＯ14001とはＩＳＯが定めた「環境管理」に
関する国際規格で、あらゆる組織が自主的に、自
らの活動によって生じる環境負荷を低減し、環境
保全を推進できる「環境マネジメントシステム」
をさします。

環　境　目　的

町内の自然環境保全に努める。

環境保全を推進する。

環　境　目　標
15年度 16年度

公共施設の緑化を推進する。

環境に配慮した物品を購入する。

10基/年以上とする。 12基/年以上とする。

公用車の低公害車導入計画を策定する。
住宅用太陽光発電補助を

70基/年以上とする。 80基/年以上とする。
再生資源集団回収団体への奨励を推進する。

環境に配慮した物品を購入する。
環境に配慮した公共事業を推進する。 環境に配慮した公共事業を推進する。
各種イベントの開催においては

環境に配慮する。
各種イベントの開催においては環境に配慮する。

環境教育を実施し、職員の環境に対する
自覚を向上させる。

電気使用量の削減
1％以上削減する。 2％以上削減する。

電力の総使用量を平成14年度を基準に

水使用量の削減
1％以上削減する。 2％以上削減する。

紙類使用量の削減 紙類使用量の把握
紙類の総使用量を平成15年度を
基準に２％以上削減する。

消耗品使用量の削減 消耗品総使用量を削減する。

廃棄物発生量の削減
２％以上削減する。 3％以上削減する。

廃棄物発生量を平成14年度を基準に

燃料使用量の削減
2％以上削減する。 3％以上削減する。
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3
［町内版a］

▼町県民税・所得税の確定申告期間

～3月15日（月）まで

（ただし、土・日曜日は行いません。）

▼受付時間 午前の部：午前9時～11時30分

午後の部：午後1時～4時

▼申告場所 玉城町役場２階住民ホール

まだお済みでない人は、お急ぎください。

その他、所得や税額の計算方法、申告書の記入などご

不明な点がありましたら、伊勢税務署　1（28）3191、

または町税務住民チームへお問い合わせください。

町税務住民チーム 1（58）8201
平成16年
第1回

玉城町議会臨時会

尾崎幸滋議員が12月31日付けをもって辞職されたの

をうけ、総務財政委員長に池之山公一氏、副委員長に

奥野忠氏を選任し、議会運営委員会委員欠員の選任な

らびに菊狭間環境整備施設組合議会議員欠員の選挙が

行われました。

▼議会運営委員会委員

奥野忠氏を選任しました。

▼菊狭間環境整備施設組合議会議員

指名推薦により、高木市郎氏が同組合議員に選出さ

れました。

町生活福祉チーム 1（58）8203

国民年金は、20歳以上60歳未満の人が全員加入し、自

らの将来の老齢・障害・死亡の保険事故を「基礎年金」で

保障する公的年金制度です。

厚生年金や共済年金に加入している人を除き、20歳の誕

生月の前月になると社会保険事務所から、国民年金の加入

手続きの案内状が送付されますので、速やかに加入手続き

を行ってください。

前年の所得が68万円以下の学生の場合、保険料が10年

以内に後払いできる「学生納付特例制度」や、失業や所得

が少ないなど経済的な理由で保険料の納付が困難な学生以

外の人は、保険料の半額や全額が免除される「保険料免除

制度」もありますので、町生活福祉チーム、または社会保

険事務所へご相談ください。

20歳のみなさんへ！　国民年金の加入忘れはありませんか？

子育てに理解があり意欲のある児童館指導員を募集

します。

年齢は50歳までの方で町内在住の方。教職員免許・

保育士免許の有無は問いません。ただし、土・日・祝

日などに勤務できる方。

町生活福祉チーム 1（58）8203

【相談日】

3月 3日(水）通所介護事業所（町社会福祉協議会）

11日(木）介護老人保健施設（ケアハイツ玉城）

18日(木）介護老人保健施設（弘樹苑）

20日(土）在宅介護サービス利用者（保健福祉会館）

22日(月）介護老人福祉施設（はなのその）

相談時間はいずれも午後1時30分～4時まで

【相談員】

下村　久　　　　　大喜多　逸子

谷口　惠津子　　　大西　道子

詳しくは町生活福祉チームまでお問い合わせください。

町生活福祉チーム 1（58）8203
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T a m a k i  N e w  I n f o r m a t i o n

みなさんが「ＩＴ」社会に対応できるよう、平成13

年度の講習会では600人を超える方に受講いただきま

した。

最近では、ＩＴを習熟したいというみなさんの気持

ちが強く、さらにはネットワークをつくっていくこと

も求められています。そして、地域のつながり（コミ

ュニティ）のありかたが問われ、また新たな価値観で、

みずからが地域を、そして生活を描くチャンスも訪れ

ています。

そこで、玉城町では、ＮＰＯ（市民活動団体）「みえ

ＩＴ市民会議」の全面的な協力を得て、次のように講

習会を開催することになりました。

募集要項などを参考に、ふるってご応募ください。

▼講習日時・コース

①　再チャレンジ！パソコンって何？

②　パソコンのなか、かたづいていますか？

③　メールをもっと楽しく使いこなそう！

④　センスがキラッ！オリジナルカード作り

（詳しい内容は、挟み込みのケーブルテレビ「たま

きチャンネル21」番組表裏面の「玉城町ＩＴ講習会

町総務チーム 1（58）8200 町教育委員会　1（58）8212

カリキュラム」を参照してください）

また、「なんでも質問・相談タイム」では、特に

予約なしでも参加いただけます。

▼会　場

町中央公民館（旧改善センター）ＩＴ教室

▼受講対象者

①町内にお住まい、またはお勤めで18歳以上の人

②初歩的な技術を習得済みの人

（例：日本語変換の仕方やマウス操作ができる人）

▼申込み期限および方法等

コースは①～④まであります。

一つだけのお申込みから４つすべてをお申込みい

ただいても結構です。

住所、氏名、年齢、電話番号、受講したいコー

スを３月19日（金）までに

電話での申込みの場合

町総務チーム 1（58）8200

町教育委員会 1（58）8212

（月～金曜日の午前8時30分～午後7時の間でお願

いします）

電子メールでの申込みの場合

soumu-t@town.tamaki.mie.jp へ

お申込みください。

受講者多数の場合には、抽選となりますのでご

了承ください。

なお、受講の決定については、当選者のみ23日

（火）に電話または電子メールでお知らせします。

▼費　用

受講料は無料ですが、テキスト代は別途1,000円

必要になります。当日受講前にお支払いください。

なお、その他詳しくお知りになりたい人は、町総

務チーム、または町教育委員会へお問い合わせく

ださい。

平成13年度に玉城町で開催したＩＴ教室

（ケーブルテレビたまきチャンネル番組表裏面参照）

エアロビクスは、誰もがマイペースで行える健康づく

りに最適な安全で効果的なプログラムです。運動が苦

手な人、初めての人でも気軽にできる優しい内容です。

日頃の運動不足とストレス解消に始めてみませんか。

サークルは、健康づくりを目的として地域の公共施

設を利用しています。

【火曜日　昼間コース】 午前10時30分～11時30分

中央公民館多目的ホール

【金曜日　夜間コース】 午後７時30分～８時30分

第1・3：町屋内体育館（旧田丸小体育館）

第2・4：中央公民館多目的ホール

詳しくは、藤原さんへお問い合わせください。

藤原さん 1（58）6975
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3
［町内版b］

＜田丸魚町蛭子社の獅子頭＞　

田丸神社の秋祭会式には寛延元年（1748）に

できた上町天神社の御輿（みこし）が田丸の町を

巡行し、魚町の御旅所には毎年獅子頭が飾られ

る。この獅子頭は宝竜寺門前にあった魚町氏社蛭

子社（えびす）の神事に文政３年（1820）正月

から舞った獅子頭である。

田丸藩古文書に「文政三年正月二十日魚町蛭

子社神事、獅子頭当年より町内舞。」の記録があ

り、宝竜寺門前の二基の石灯ろうにも、「文政三

庚辰冬日神楽講中」と彫られている。

中世以降大黒天と並んで福徳の神とされた恵美

寿神はエビスサンと親しまれ、商家では10月20

日にエビス神をまつって商売繁盛を祈った。魚町

の商家では年のはじめ正月20日の蛭子社の神事

を賑わすため、神楽講をくんで獅子舞が町中を練

り商売繁盛を祈った。明治41年（1908）蛭子社

は田丸神社に合祀（ごうし）になった。

◎金子延夫著　玉城町史第三巻より抜書

ふ
る
さ
と

ふ
る
さ
と
の
歴
史
歴
史 

ふ
る
さ
と
の
歴
史 

在宅で高齢者や障害者の介護をされている介護者の

みなさんの心身のリフレッシュ、介護者の仲間づくり、

情報交換を目的に町保健福祉会館で「介護者のつどい」

を開催します。

介護や福祉サービスの悩みごと、困りごとなどの相

談にも応じますので介護者だけでなく介護や看護に関

心のある人は、お気軽にお越しください。

▼日　時 3月10日（水）（毎月第2水曜日）

午後1時～3時

▼場　所 町保健福祉会館

参加費・申し込みは不要です。

詳しくは、社会福祉協議会、または在宅介護支援セ

ンター 1（58）8181までお問い合わせください。

町社会福祉協議会　1（58）6915

社会福祉協議会では、くらしの困りごとなどの生活

全般の相談をお受けする「無料法律相談」を開催しま

す。相談を希望される方は社会福祉協議会までお申し

込みください。

▼日　時 3月15日（月）

午後1時30分～3時30分

▼場　所 町保健福祉会館

▼申込方法 事前に申込みが必要です。申し込み受付

は3月1日（月）～5日（金）まで。（申込みが多い場

合には抽選となります。）

本年5月から奇数月の第2火曜日に開催します。

申し込みなどの詳しいことは、町社会福祉協議会へ

お問い合わせください。

町社会福祉協議会　1（58）6915

日　時●3月17日　第3水曜日　午前中

場　所●各町立保育所

お問い合わせは、それぞれの保育所へお願いします。
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T a m a k i  N e w  I n f o r m a t i o n

人生の途中で視力に障害を持つことになった人を対

象に、将来の生活の方途を見いだすために必要な助言、

指導並びに自立した生活に必要な感覚訓練、点字指導、

日常生活用具の使い方、福祉施策等について研修し、

社会復帰の実現に向けた促進を図るために行います。

▼日　時 3月17日（水）午前9時～

19日（金）正午まで

▼場　所 三重県盲人センター（津市桜橋2丁目130）

三重県身体障害者総合福祉センター

（津市一身田町大古曽670－2）

▼参加費 6,550円（宿泊・食事等）

当日お支払い下さい。

▼締め切り 3月1日（月）

▼申し込み・問合せ先

社会福祉法人　三重県視覚障害者協会

1 059（228）3463（川北）FAX  059（228）8425

町生活福祉チーム 1（58）8203

企業からのリストラや失業者が増加するなか、技術

を身につけていただく手段として、雇用保険受給者を

対象に、教育訓練給付金制度の利用方法など無料相談

会を下記のように開催します。

この給付金は、勤務年数によって受講料に何％かの

補助を受けられるものです。

▼テーマ 教育訓練給付金ってなに？

～かしこくお金を使って能力アップ！～

▼日　程 毎週月・水・木　午後3時以降（予約制）

▼費　用 無料

▼場　所 勢京ビジネス専門学校（伊勢市一之木）

その他、詳しいことは同専門学校へお問い合わせく

ださい。

勢京ビジネス専門学校 1（28）4739

労働保険（労災保険・雇用保険）の平成15年度確定

保険料と平成16年度概算保険料の申告と納付は

お忘れなく、お早めに申告・納付してください。

詳しくは、三重労局総務部労働保険徴収室へお問い

合わせください。

三重労局総務部労働保険徴収室　1059（226）2100

三重県建設労働組合伊勢支部では、伝統的な技能の

伝承と技術・技能の習熟をはかり、社会に即応できる

技術者を育てる目的で、「伊勢建設高等職業能力開発

校」を平成５年から開校しています。

▼訓練科目 建築施工系　木造建築科

▼訓練内容

訓練日：毎週水曜日

午前８時45分～午後５時15分

訓練期間：３年

訓練科目：建築概論、生産概論、計画、構造、

建築製図、各種実習など

普通学科：社会、体育、数学、国語（パソコン）

課外授業：全国の訓練生との交流会、修学旅行など

▼授業料 月額１万円

その他訓練協会費（いずれも事業主負担）が必要

▼申し込み締め切り ３月20日（土）

訓練を希望される方は、同伊勢支部へお申し込みく

ださい。

三重県建設労働組合伊勢支部 1（23）5535

町では、小・中学校に通う児童生徒をお持ちで、経

済的にお困りの家庭に学用品費、給食費、修学旅行費

などの一部を援助しています。

次の認定基準に該当し、援助を希望されるご家庭は、

町教育チームへお申し出ください。

【認定基準】

前年度に次のいずれかに該当する世帯で、かつ世帯

の合計所得が、生活保護基準額の1.5倍以内の世帯に属

する児童生徒の保護者とします。

①生活保護法に基づく保護の停止または廃止になっ

た家庭

②生活保護家庭に準ずる程度生活に困っている家庭

③国民健康保険料の減免または徴収猶予の家庭

以上のいずれかの措置を受けた家庭、その他、職業

が不安定などの理由で学校納付金の減免を受けている

など生活状態が不安定な家庭が基準対象となります。

また、申請は毎年度必要です。現在受給中の人でも

引き続き援助を必要とされる場合は、申請を行ってく

ださい。

なお、事務の手続き上3月15日（月）までにお願い

します。

詳しくは、町教育チームへお問い合わせください。

町教育チーム 1（58）8212
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From 

Ok i n awa  

Tamagu s u k u  

V i l l a ge

新成人、
母校へ記念品を贈る
1月6日、今年成人式を迎えた新成人から玉城中学校

へ記念品が贈られました。

この記念品は1月4日に行われた成人式で、新成人ら

が母校へ何か恩返しをしようと計画し実現したもので、

始業式終了後、体育館に集まった全校生徒の前で新成人

代表の磯谷翼さんと大原順さんから山内美武校長へ目録

が手渡されました。

記念品は記念樹を予定しているとのことで、その後校

長室で開かれた代表の2人と校長、教頭との会談の中で

は「記念樹なら花の咲くものがいい」「いつでも見られる

よう校門の横に植えよう」などの意見が交わされました。

沖縄県玉城村役場　1098（948）7111

専門医・保健師による「こころの健康相談」を開催

しています。

秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。

なお、相談は予約制となっていますので、あらかじめ

県保健福祉部生活支援グループへお申込みください。

▼日　時 3月25日（木）

午後１時～3時（毎月第４木曜日）

▼場　所 伊勢庁舎　衛生教育室

詳しくは、県保健福祉部生活支援グループへお問い

合わせください。

県保健福祉部生活支援グループ 1（27）5139

最近、テレビや新聞で鳥インフルエンザに関するニ

ュースが報じられています。

そこで、鳥を飼養されているみなさんには鳥の疾病

全般に対して、日ごろ以上に気をつけていただくよう

お願いいたします。

●鳥の病気の侵入を防ぐには

①野鳥などの侵入を防ぎ、同居させない。

②鶏舎への出入を制限し、必要のない人は立ち入らせ

ない。

③鶏舎の清掃、消毒を頻繁に行い、出入り口には踏み

込み消毒槽を設置する。

④出荷・導入カゴ、トレイ等は毎回消毒する。

⑤本病発生地と関係のある物品との交流は控える。

⑥飲み水の適正管理

その他、本病を疑う症状の鳥を見つけたら三重県南

勢家畜保健衛生所に連絡してください。

また、人への感染は鳥との接触などによりその例が

知られているものの、今のところ鶏卵や食肉を介して

人が感染した事例は諸外国においても報告されていま

せん。

ご相談など、詳しくは、三重県南勢家畜保健衛生

所、町産業建設チームへお問い合わせください。

県南勢家畜保健衛生所 10598（28）2266
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■玉城町役場 158 - 8200
558 - 4494

●総務チーム 158 - 8200
●税務住民チーム 158 - 8201
●生活福祉チーム 158 - 8203
●上下水道チーム 158 - 8207
●産業建設チーム 158 - 8205
●出納室 158 - 8210
●議会事務局 158 - 8211
●教育委員会（村山龍平記念館） 158 - 8212
●青少年電話相談 158 - 4108
■病院老健チーム
玉城病院 158 - 3039
介護老人保健施設ケアハイツ玉城
・介護老人保健施設 158 - 3770
・訪問看護ステーション 158 - 8117
・訪問介護 158 - 8117
・在宅介護支援センター 158 - 8822
・居宅介護支援事業所 158 - 8822
■保健福祉会館 158 - 8000
■社会福祉協議会
社会福祉協議会 158 - 6915
在宅介護支援センター 158 - 8181
居宅介護支援事業所 158 - 6915

■夢工房たまき 158 - 7696
■中央公民館 158 - 6331
■アスピア玉城　　
玉城ふれあいの館 158 - 8800
ふるさと味工房 158 - 8686

■さくら児童館 158 - 8527

休日・夜間当直室
58-8213

広報たまきは再生紙を利用しています

◆人の動き（平成16年2月１日現在）
●人口 14,955人 （＋3人）
●男 7,290人 （＋7人）
●女 7,665人 （－4人）
●世帯数　4,541世帯（＋4世帯）
（ ）は１月１日以降の増減

今 月 の 表 紙

町税などの納期は、期限を守って必ず納めてください。納期
は次のとおりです。

●国民健康保険料（第12期）…3月31日（水）
お問い合わせは、町生活福祉チームへ

3月4日（木）
受付時間　午後1時15分～午後1時30分
場所　町保健福祉会館
対象　平成13年11月1日～14年1月31日生
内容　歯科衛生士による講話・ブラッシング指導、歯科健診
及びフッ素塗布体験（希望者）
ご希望の方は保健福祉会館までお申込みください。
＊該当児には個人通知いたします

町税など納期のお知らせ

歯っぴい教室

行政・心配ごと相談

いきいきクラブ

離乳食教室

3月15日（月）
時間　午前10時～午後3時
場所　町保健福祉会館
相談員　行政相談員および民生委員
お問い合わせは　町社会福祉協議会へ
（なお、本年4月から相談日が毎月10日・20日・30日に
時間も午後1時～3時に変更となります）

1歳6か月児健康診査

3月10日（水）
受付時間　午後１時～１時20分
場所　町保健福祉会館　
対象　平成14年6月1日～7月31日生まれのお子さんと前回受けら
れなかったお子さん
＊該当児には、個人通知いたします

乳幼児相談

3月30日（火）
時間　午前10時30分～正午
場所　町保健福祉会館
対象　平成15年4月16日～8月15日生まれのお子さんをお持ちの人
内容　離乳食中期・後期・完了期の離乳食の調理や工夫点など
＊対象者には個人通知いたします。ご希望の方は町保健福祉会
館にお申し込みください。

3月25日（木）
時間　午前10時～午後3時
場所　町保健福祉会館
対象　生後２か月～未就園のお子さん
内容　身体計測、離乳食（栄養）や子育て全般に関する相談
＊母子健康手帳をお持ちください

3月8日（月）・15日（月）・22日（月）・4月5日（月）
時間　午前10時～11時30分
場所　町保健福祉会館　健康相談室
対象　60歳以上の人（若い方も歓迎します）
内容　指体操、簡単なストレッチ体操など

２月18日、田宮寺の国重十一面観音
のご開帳があり、外城田保育所の子ど
もたちが見学に訪れました。
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